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１．はじめに 

現行の EP特許制度下では、ファイルされた特許出願の審査を EPOが行い、特許査定後に指

定国ごとに有効化手続（validation）が行われます。これにより、発行された EP特許は、各指

定国における法令に準拠し、指定国ごとに独立して発効します。このように、現行の EP特許制

度においては、EP特許出願に対して統一された審査手続が行われる一方、権利行使は指定国ご

とに行われます。 

 

上記のように有効化手続を済ませた各指定国内の特許は、その有効性に関し、当該指定国の法

令に従って判断されます。有効性の判断が国ごとに異なることは珍しくありません。現行制度に

よれば、特許権が侵害された場合、特許権者は侵害行為が行われている国ごとに特許侵害訴訟を

提起する必要があり、全体として訴訟費用が嵩み、特許権者に大きな経済的負担を強いています。

そこで、法的安定性および法的確実性の観点から、統一特許制度と統一特許裁判所制度の 2 つ

をパッケージにした「特許パッケージ」が提案され、議論が重ねられてきました。 

 

このような状況下で、2015 年 6 月 24 日に renewal fees の決定が下され（“True Top 4”

（最多国内段階移行国である独、仏、英、蘭の 4ヶ国分に相当する renewal fees）が選択され

る。）、このたび、”Opt-out”の申請費用についての決定も行われました。このように、統一特

許制度および統一裁判所制度の実施が現実のものとなりつつあります。この機会に、「特許パッ

ケージ」中の統一特許裁判所制度の最近の進展と留意すべき事項について、以下に説明します。 
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